[bookmark: _GoBack]様式第１号別紙２（地上設置型太陽光発電設備用）
	設置場所
	南阿蘇村大字

	[bookmark: _Hlk112932563]南阿蘇村景観計画に基づく区分
	計画区域
	 景観形成地域
 特定施設届出地区
	※ 該当する区分に全てを付ける。
※ 地域区分が不明な場合は届出書の裏面を参照のこと。
※　重点的景観形成取組地域に該当する場合は、下の指導基準の他、該当地域の基準を確認すること。

	
	景観形成地域
	 沿道Ａ－1
 山麓
	 沿道Ａ－2
 田園
	

	
	重点的景観
形成取組地域
	 （　　　　　　　　　　）
	

	規模
	高さ
	ｍ
	※ 高さは、太陽光パネル又は架台を対象とした上端から下端までの見付けの高さとする。
	[bookmark: _Hlk112935494]大規模行為届出地区（大規模行為該当基準）
□ 次の規模に該当する
・高さ13ｍ超又は設置用地面積1000㎡超




	
	面積
	㎡
	

	
	設置用地面積
	㎡
	

	審査項目等
	選択・記入欄
	指導基準等（配慮している場合は□に✓を入れる）

	視認性
	　低い

　高い
	※ 指定眺望地点又は主要道路から全く見えない場合、殆ど見えない場合及び極小に見える場合は「低い」、その他の場合「高い」を選択。
※ 指定眺望地点又は主要道路は届出書の裏面で確認すること
 重点的景観形成取組地域では、原則として視認性は「低い」が選択されること。

	色彩
	太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ及びﾌﾚｰﾑ
	
	 原則として黒系統色とすること。

	
	架台、脚部及び附属設備
	
	 周囲の景観と調和した色彩とすること。

	
	フェンス
	
	 周囲の景観と調和した色彩とすること。

	素材
	　無反射素材
　反射素材
	※ 無反射素材は防眩処理又は反射防止を施したものを含む。
 無反射素材を使用し、文字や絵・図等が描かれていないなど、模様が目立たないものを使用すること。

	意匠
	傾斜
	度
	 傾斜をできる限り低くし、向きや間隔を揃えることで法則性を持たせること。
※ 傾斜は、太陽光パネル面の再下端から最上端までを結ぶ線が水平線と交わる角度を記入すること。

	
	向き
	　斉一
　不斉一
	

	設置場所の勾配
	約　　　度
	 視認性が高い場合は、勾配のある場所での設置を避けること。

	敷地の緑化
	　あり
　なし
	 主要眺望地点や主要道路から容易に望見される恐れがある場合には、既存樹木もしくは植栽により遮へいすること。
 造成した法面については、緑化に努めること。

	道路からの後退位置
	ｍ
	 視認性が高い場合には、太陽光発電施設の地上部分の水平投影外周線が、主要道路の路肩から20ｍ以上、それ以外の公共用地の敷地境界線から５ｍ以上離れていること。
※ 当該道路の利用者が特定の住民に限られる場合はこの限りでない。

	自然災害被害拡大防止対策
	□ 当該行為に伴い、豪雨や地震等の災害発生時に被害の拡大が予想される場所では設置しないこと。設置せざるを得ない場合には十分な対策を講じること。

	その他景観に配慮する事項
	


	【事務局記入欄】その他の指導事項等






※ 裏面に掲載する添付書類を本書に添えて提出すること。

（裏面）
添付書類（地上設置型太陽光発電施設用）
	位置図
	方位、道路、目標となる地物、行為の位置
	

	配置及び緑化計画図
（外構図）
	方位
敷地の形状及び寸法
敷地内の太陽光発電設備、その他の施設及び既存建築物等の位置
隣接する道路の位置及び幅員
隣接する土地の建築物等の種類
隣接する土地との高低差
植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数
張芝等の位置及び面積
外構施設の位置、材料及び面積
	おおむね縮尺100分の１以上のもの

	平面図
	設置する太陽光発電設備の平面図
※　外構図で平面形状、並び、寸法が明示されている場合には、省略可。

	立面図
	各面の方位及び寸法
	おおむね縮尺50分の１以上のもの

	他法令等の許可の写し
	農地法許可証の写等
占用許可証の写等
	必要な場合のみ

	現況写真
	撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと
	


備考
・行為の規模により適切に表示される縮尺に変更することができる。
・必要に応じて種類・明示する事柄を増やすことができる。
・事務局において、表面の指導基準等の記載事項と添付書類を比較して、相違を確認したときは、補正を行う場合がある。

景観形成地域の区分
	山麓景観形成ゾーン
	・国道325号より北側の範囲
・県道28号よりも南側の範囲（田園景観形成ゾーンを除く範囲）

	田園景観形成ゾーン
	・大字立野及び大字下野
・国道325号と県道28号に挟まれる範囲（山麓景観形成ゾーンを除く範囲）

	沿道景観
形成ゾーン
	Ａ１
	・国道325号の沿線

	
	Ａ２
	・県道28号（熊本高森線）、旧国道325号、県道111号（阿蘇吉田線）、県道39号（矢部阿蘇公園線）とそれに接続しているグリーンロード南阿蘇の各沿線で景観形成地域に含まれる区間



重点的景観形成地域の区分
	現在の地域指定はありません。



指定眺望地点（設置場所から眺望地点が見えるかどうかを確認してください。）
	阿蘇五岳側
	南阿蘇パノラマライン展望所　　　烏帽子岳山頂

	外輪山側
	観音桜展望台　　グリーンロード南阿蘇展望所　　俵山展望所
南外輪山大矢野岳眺望地点

	その他の場所
	ヨ・ミユール展望所　　道の駅あそ望の郷くぎの　　立野ダム展望所



主要道路
	国道、県道、旧国道325号



